
※建築基準法の改正（令和6年11月1日施行）に伴い、北九州市手数料条例第2条の別表中、
　仮使用認定、中間検査、完了検査申請手数料を定める号に引用する項番号（計画通知関連）
　にずれが生じていますが、当面の間法改正前と同じ金額の手数料を徴収します。

最終改定日：令和６年１１月１日




